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経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 

第３回日本政府報告審査に関する社会権規約委員会からの質問事項に対する 

日本政府回答（仮訳） 

２０１３年１月 

 

Ⅰ．一般的情報 

 
問１．法律や政策の策定における人権影響評価の制度の導入は困難であると

いう政府の説明に留意し、政府は法律及び政策が規約の義務を遵守すること

を確保するためいかなる方法をとっているのか説明願いたい。 

 
（答） 

 憲法第９８条第２項は、「日本国が締結した条約及び確立した国際法規は、

これを誠実に遵守することを必要とする」と規定しており、我が国政府は当然

の事ながら規約上の義務の遵守を前提に国内法を制定し政策を実施している。 

具体的には、政府は、本規約の締結にあたり、他の国際約束の締結の場合と

同様に、規約上の義務の履行が国内法の規定により担保されていることを十分

に精査しており、またこれら国内法が改正される際にも、当該改正が規約上の

義務との関係において問題を生じないことをその都度確認している。 

これら国内法が適切に遵守されているかについては、当該法律を所管する部

局等により適切にフォローされている。 

更に、我が国としては、条約体による政府報告審査に積極的に参加すること

を通じ、我が国の法律や政策が規約の義務を遵守しているかについて外部の見

解を聴取する機会を設けることとしている。 
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第２条２：非差別 

 
問２．政府による法制度が、規約第２条２で規定されている経済的、社会的

及び文化的権利の享受における差別を禁止しているか示されたい。政府によ

る法制度が間接差別に関する規定も含んでいるか示されたい。また、性別、

性的指向及び性同一性障害に基づく差別的な法律の規定を修正・除去するた

めにとられている工程を示されたい。 

 
（答） 

法の下の平等は、一般原則を定めた憲法第１４条の規定に従い国内法令の下

でも保障されている。特に男女の平等原則を規定したものとして、男女共同参

画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする男女共同参画社

会基本法、労働者の性別による差別を禁じた男女雇用機会均等法が施行されて

いる。その他、教育の機会均等を定めた教育基本法が施行されている。 

また、個別の規定の中で法の下の平等が保障されている法律としては、職員

に適用される基準として平等取扱の原則を定めた国家公務員法第２７条及び地

方公務員法第１３条、住民が公の施設を利用することについて不当な差別的取

扱いをすることを禁じている地方自治法第２４４条第３項、労働条件について

労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由とした差別的取扱いを禁じた労働基

準法第３条及び男女同一賃金を定めた同第４条、労働組合の規約に人種、宗教、

性別、門地又は身分により組合員の資格を奪われないことを規定することを定

めた労働組合法第５条第２項、生活保護の無差別平等の受給を定めた生活保護

法第２条等がある。 

 

我が国の第３回政府報告において述べているとおり、男女間の雇用の分野に

おける間接差別については、２００６年に男女雇用機会均等法を改正した際、

法的に整備し、「労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体

力を要件とすること」、「コース別雇用管理における「総合職」の労働者の募集

又は採用に当たって転居を伴う転勤に応じることができることを要件とするこ

と」、「労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること」の３

つの措置を業務遂行上の必要などの合理的な理由なく講じることは間接差別に

あたり男女雇用機会均等法違反となるものとして厚生労働省令に定めていると

ころである。 

 

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律は、性同一性障害者が受
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ける社会的な不利益を軽減させることを目的として制定され、２００４年７月

に施行されたが、制定当初の条文では、親子関係の秩序の混乱防止、子の福祉

への配慮の観点から、戸籍上の性別変更に必要な要件として「現に子がいない

こと」と規定していた。 

 しかし、子が成年に達している場合には、親子関係への影響や子の福祉の観

点からの要請がそれほど強く求められるものではないと考えられたため、２０

０８年の改正では、その要件が、「現に未成年の子がいないこと」に緩和された。 

 

また、従来、公営住宅については、公営住宅法に基づく公営住宅の入居者資

格として同居親族を有することを要件としてきたところであるが、同居親族要

件については、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律」（２０１２年４月１日施行）により、国として

は、地方公共団体の判断により入居者資格を設けることを出来るよう措置して

いる。 
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問３．経済的及び社会的権利の享受においてアイヌの人々が直面している事

実上の差別に対処するためにとられている施策を示されたい。また、２００

２年の特別措置法の実施後に部落の人々が直面している未だ残る不利益に対

処するためにとられている施策を示されたい。さらに、これらの集団の状況

の改善を監視するために設置されているメカニズムについての情報を提供願

いたい。 

 

（答） 

 北海道庁は、「北海道アイヌ生活実態調査」の結果等を踏まえ、１９７４年以

来、６次にわたり、北海道におけるアイヌの生活向上に向けた対策を講じてい

る。２００９年からの現在のプログラムでは、生活の安定、教育の充実、雇用

の安定、産業の振興、民間団体の活動の促進等の施策を総合的に推進し、アイ

ヌの人々の生活水準の向上とアイヌ以外の人々との格差の是正を図っている。

例えば、進学状況等の格差を克服するため、高等学校及び大学に修学する者に

対する入学支度金及び修学資金の助成・貸付等を行い、進学を奨励している。 

 政府は、北海道庁が進めている上記施策に協力し、これを円滑に推進するた

め、北海道アイヌ生活向上関連施策関係省庁連絡会議を設置し、関係行政機関

の緊密な連携の下、北海道アイヌ生活向上関連施策事業関係予算の充実に努め

ている。 

 

（参考）北海道アイヌ生活実態調査結果の概要（２００６年調査） 

２００６年時点で、北海道には２３，７８２人（８，２７４世帯）のアイヌ

が居住。生活保護率は、１９７９年の６．９％から３．８％まで改善され、大

学の進学率についても、１９７９年の８．８％から１７.４％へ改善されている

ものの、一般国民との比較ではなお格差がある状況。 

 

法務省の人権擁護機関では、アイヌの人々に対する偏見や差別をなくし、ア

イヌの人々に対する理解と認識を深めるよう、「アイヌの人々に対する理解を深

めよう」を啓発活動の年間強調事項の一つとして掲げ、１年を通して全国各地

で、新聞による広報、啓発冊子の配布等の啓発活動を行っている。また、アイ

ヌの人々に対する国民の理解を促すよう、インターネットバナー広告を行って

いる。 

また、法務省の人権擁護機関では、人権擁護委員や法務局の職員が、常設・

特設の人権相談所において人権に関する相談に応じている。人権相談等で、ア

イヌの人々に対する差別等人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、必要
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に応じて人権侵犯事件として調査を行い、その結果、人権侵害の事実が認めら

れれば、行為者に対し人権尊重思想の啓発を行うとともに、人権侵害に当たる

行為の排除や再発防止のために事案に応じた適切な措置を講じている。 

 
政府は、同和問題の早期解決を図るため、１９６９年以来３３年間、三度に

わたり制定された特別措置法に基づく特別対策を中心に、関係諸施策を積極的

に推進してきた。その結果、劣悪な生活環境が差別を再生産するような状況は

大きく改善された（２００２年３月２９日付総務大臣談話）。なお、同特別措置

法は２００２年３月末日に失効し、同和地区・同和関係者を対象とする特別対

策は終了した。 

 
他方で、結婚における差別、差別発言、差別落書き等の事案は依然として存

在しており、現在、同和問題については、各般の一般対策によって的確に対応

していくものとされている。 

  

法務省の人権擁護機関では、従来から、「部落差別をなくそう」を啓発活動の

年間強調事項の一つとして掲げ、１年を通して全国各地で、講演会や座談会の

開催、広報誌等による広報、啓発冊子の配布を行うなど、同和問題を含む人権

課題に関する啓発活動を実施している。 

 また、同和問題に関する事案を含むあらゆる人権侵害事案に対し、人権相談

及び人権侵犯事件の調査・処理を通じ、その被害の救済及び予防を図っている。 

 そして、法務省の人権擁護機関は、毎年、人権侵犯事件数を公表し、国民に

人権状況を周知している。 

 なお、同和問題に関する人権侵犯事件数は、以下のとおりである。 

 

 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 

同和問題に関する 

人権侵犯事件数（開始件数） 

171 

 

175 

 

157 

 

150 

 

137 
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問４．障害者対策に関する長期戦略や公共職業安定所であるハローワークと

いった政府による施策が、どの程度教育や雇用へのアクセスといった障害者

に対する差別を除去し、等価値労働に対する公正な賃金や平等な報酬の権利

を保護しているのか示されたい。また、２００４年の改正障害者基本法が障

害者に対する合理的配慮や障害に基づく差別の否定を規定しているか示され

たい。 

 

（答） 

第３回政府報告にて言及したハローワークにおける障害者の能力や適性等に

応じたきめ細かな職業指導等により、２０１１年度のハローワークを通じた障

害者の就職件数は約６万件と過去最高となっている。また、２０１２年６月１

日現在の民間企業における雇用障害者数は３８万２千人と過去最高となってい

るなど、障害者の雇用は着実に進展している。 

なお、労働基準法等労働関係法令は、障害者であると否とを問わず適用され

るものであるので、労働基準監督機関としては、障害者の法定労働条件の履行

確保に取り組んでいる。 

 

 ハローワークを通じた障害者の就職件数 

2009 年度 45,257 件 

2010 年度 52,931 件 

2011 年度 59,367 件 

 

 

障害者基本法については、２００４年の改正において、障害に基づく差別の

否定を規定した。また、２０１１年の改正において、障害者権利条約に規定す

る合理的配慮の理念を反映させた条文を追加した。 

 

（参考）障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）抄 

   第４条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することそ

（各年6月1日現在） 民間企業（従業員 56 人以上）における雇用障害者数 

2009 年 332,811.5 人 

2010 年 342,973.5 人 

2011 年 366,199 人 

2012 年 382,363.5 人 
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の他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。 

   ２ 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、か

つ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつ

て前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要

かつ合理的な配慮がされなければならない。 
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第３条：男女の権利平等 

 
問５．政府報告パラグラフ１８１において提供された数値で説明されている

ように、労働市場における女性の不利益に対処するために取られている対策

の達成状況の遅さを考慮して、「女性の参画加速プログラム」や第２次男女共

同参画基本計画といった施策が、どの程度官民の雇用における女性の進出を

促進し、女性のパートタイム雇用の割合を減少させ、男女の賃金格差を縮小

させるのか示されたい。また、男女雇用機会均等法における差別に関する判

例の情報を提供願いたい。 
 

（答） 

２００５年に閣議決定した男女共同参画基本計画（第２次）では、国家公務

員採用Ⅰ種試験の事務系の区分試験の採用者に占める女性の割合について、２

０１０年度に３０％程度という目標を設定し取り組んだ結果、２００５年度２

１.５％から２００９年度には３０.６％と上昇している。 

また、「社会のあらゆる分野において、２０２０年までに、指導的地位に女性

が占める割合が、少なくとも３０％程度」との目標の設定及び「女性の参画加

速プログラム」の策定により、「指導的地位」に女性が占める割合は各分野にお

いて徐々に増加している。例えば、企業における役職別管理職に占める女性の

割合を２００５年と２００９年で比較すると、部長相当職では２.８％から４.

９％、課長相当職では５.１.％から７.２％、係長相当職では１０.４％から１

３.８％に増加している。 

これらを踏まえ、２０１０年１２月に閣議決定された第３次男女共同参画基

本計画では、ゴール・アンド・タイムテーブル方式のポジティブ・アクション

を導入し、国家公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合（２０１５年

度末３０％程度）、国の本省課室長相当職以上に占める女性の割合（２０１５年

度末５％程度）、民間企業の課長相当職以上に占める女性の割合（２０１５年１

０％程度）等の目標を定め、目標達成に向けた取組を進めているところ。 

 

女性の雇用者に占めるパートタイム労働者の割合については、２０１１年で

は、４４．１％（岩手県、宮城県及び福島県を除く。）となっている。 

パートタイム労働などの非正規雇用は、多様な就業ニーズにこたえることで

女性の能力発揮を促進するという積極的な意義もある一方で、男性に比べ女性

のパートタイム労働者などの非正規雇用の割合が高い現状においては、男女間

の賃金格差の一因になっているという問題もある。そのため、パートタイム労

働者などの非正規雇用の雇用環境の整備に向けた一層の取組が必要である。パ
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ートタイム労働者については、パートタイム労働者がその有する能力を一層有

効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法に基

づき、正社員との均等・均衡待遇の確保、正社員への転換の推進等を図ってい

る。 

男女間賃金格差は２００５年には６５．９、２００９年には６９．８、２０

１１年には７０．６となっている（男性一般労働者の所定内給与額を１００と

したときの、女性一般労働者の所定内給与額の値）。 

男女間の賃金格差の生成に大きく影響しているのが、男女間の職階格差や勤

続年数格差であると考えられることから、第３次男女共同参画基本計画でポジ

ティブ・アクションに取り組む企業の割合を２０１４年までに４０％超とする

目標を設けている。これを踏まえ、ポジティブ・アクションの実践を促進する

ことにより、企業で女性が能力を最大限発揮できるような雇用管理を進めると

ともに、仕事と家庭の両立支援を行うことにより、女性が働き続けやすい職場

環境を整備する取組を進めている。 

 

また、男女雇用機会均等法における差別に関する判例については以下のとお

り。 

○ 東京地裁判決 ２００２年２月２０日 

男女雇用機会均等法で、男女の差別的取扱いの禁止が使用者の法的義務と

なった後も、男女のコース別雇用管理制度を維持することは、男女雇用機会

均等法第６条に違反するとともに、公序に反して違法とされた事例。 

 

○ 名古屋地裁判決 ２００４年１２月２２日 

男女雇用機会均等法で、男女の差別的取扱いの禁止が使用者の法的義務と

なった後も、男女のコース別雇用管理制度を維持することは、配置及び昇進

について、女性であることを理由として男性と差別的取扱いをするものであ

るとして、男女雇用機会均等法第６条に違反するとともに、公序に反し違法

とされた事例。 
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問６．家庭及び社会における女性の役割に関し、負の固定的性別役割分担意

識及び固定的な態度に取り組むために取られている施策を委員会に情報提供

願いたい。 
 
（答） 

 ２０１１年度に、男性の意識改革への基盤醸成のため、男性の地域や家庭へ

の参画等につながる身近なテーマに基づく「男性にとっての男女共同シンポジ

ウム」を開催した。また、固定的性別役割分担意識の実態やそれらが男性の日

常生活における意識・活動にもたらす影響等、男性に関する総合的な調査研究

を実施するとともに、男性の家庭・地域への参画を可能にする地域等の取組を

支援するため、地域社会でいきいきと活躍する男性の事例を幅広く収集し、事

例集として取りまとめた。 

 

 また、固定的性別役割分担意識を解消し、人権尊重を基盤にした男女平等観

の形成を図り、男女共同参画についての理解の深化を促進するため、学校、家

庭、地域などにおいて、相互の連携を図りつつ、男女平等を推進する教育・学

習の充実を図っている。 

  
＜主な取組＞ 

○教育関係者が固定的性別役割分担意識の解消など、男女共同参画の理念を理

解し、男女共同参画を推進することができるよう以下の取組を行っている。 

・学習指導要領に基づき、社会科、家庭科、道徳、特別活動など学校教育全体

を通じて、男女共同参画の重要性などについての指導が充実されるよう、新学

習指導要領の一層の周知・徹底。  

・男女共同参画を推進する教育の内容が充実するよう、教職員を対象とした研

修等の取組を促進。  

・地域における男女共同参画社会の実現を目指し、女性関連施設管理職、地方

公共団体職員及び女性団体リーダーを対象に、持続可能な組織の在り方や、第

３次男女共同参画基本計画を実現するための施策・事業の在り方を学ぶ、「女性

関連施設・地方公共団体・団体リーダーのための男女共同参画推進研修」を実

施。  

 

○固定的性別役割分担意識の解消など、男女共同参画に関する認識を深め、定

着させるための広報・啓発活動を行っている。 

・男女共同参画・女性教育・家庭教育に関する統計情報等のリーフレットの作
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成・配布等を通じた、男女共同参画社会の形成に資する情報の普及。  

・男女共同参画社会形成を目指した情報の総合窓口「女性情報ポータル“Winet

（ウィネット）”」（http://winet.nwec.jp/）により、調査研究の成果や収集し

た資料・情報等を公開。 
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問７．「慰安婦」のように女性の搾取が被害者の経済的、社会的及び文化的権

利の享有に及ぼす持続的な影響に対処するために取られている救済上及び教

育上の措置について情報提供願いたい。特に、被害者の精神的及び物質的利益

を満足させるために取られている施策を提供願いたい。 
 
（答） 
そもそも、本規約は、我が国が規約を締結（１９７９年）する以前に生じた

問題に対して遡って適用されないため、慰安婦問題を規約の履行状況の審査の

場において取り上げることは適切ではない。 

 

その上で申し上げれば、日本政府としては、慰安婦問題が多数の女性の名誉

と尊厳を傷つけた問題であると認識しており、これまで機会あるごとに、慰安

婦の方々への内閣総理大臣の手紙の発出や内閣官房長官談話(１９９３年)等で

心からお詫びと反省の気持ちを表明してきた。 

 

我が国は、関係国との間でサンフランシスコ平和条約、二国間の平和条約等

を締結し、それらに従って賠償の支払い等を誠実に行ってきた。このように先

の大戦に関する請求権等の問題については、これら条約等の当事国との間にお

いては、法的に解決されている。しかしながら、慰安婦問題は多数の女性の名

誉と尊厳を深く傷つけた問題であるとして、日本政府は、日本が心からのお詫

びと反省の気持ちを元慰安婦の方々に表明することが適当であると判断した。

アジア女性基金（ＡＷＦ）は、１９９５年に設立され、政府による約４８億円

の支援を受けながら元慰安婦の方に医療・福祉支援事業や、日本国民の募金を

原資とした計約６億円の「償い金」を直接届ける等の支援を行った。慰安婦問

題の事実関係やアジア女性基金の活動については、アジア女性基金のホームペ

ージ（http://www.awf.or.jp)などにおいて具体的に公表している。慰安婦問題

に 関 す る 資 料 に つ い て は 、 ア ジ ア 歴 史 セ ン タ ー の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.jacar.go.jp)でも一部閲覧が可能である。 

 

同基金は、２００７年３月末をもって解散したが、日本政府としては、同基

金の事業に表れた日本国民の本問題に対する真摯な気持ちに理解が得られるよ

う今後とも最大限努力していく考えであり、同基金の事業のフォローアップを

引き続き行っていく。 
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Ⅱ．規約の各規定に関する事項（第６条～第１５条） 

第６条：労働の権利 

 
問８．世界的な経済危機における失業に対処するために政府がとっている措

置を示されたい。また、右に関し、政府が雇用保険計画及び失業者に提供さ

れているサービスの更なる調整をしているか示されたい。 

 
（答） 

  世界的な経済危機の影響で、日本の雇用情勢も急激に悪化したことを受け

て、日本政府は、時宜に応じた経済対策や予算編成等による緊急の雇用対策を

講じてきた。 

  具体的には、日本政府は、①雇用の維持・生活安定、②雇用創出、③マッ

チングの３点を柱として様々な施策を推進しており、直近の主な取り組みは

以下の通りである。 

  

① 雇用の維持・生活安定 

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に

休業等させた場合に、その手当等の一部を助成する雇用調整助成金について、

２００８年以降、要件緩和を行ったことで、ピーク時には月平均１７７万人（２

００９年度）を対象に支援を行うことで、多くの雇用を維持及び失業を予防す

ることに成功した。 

また、雇用保険については、雇用保険法の改正により、解雇・倒産・雇止め

による離職者について、特に就職が困難と認められる場合に給付日数を最大６

０日延長する暫定措置を講じる、早期に再就職した場合に支給される「再就職

手当」の給付率を引き上げるなど、非正規労働者に対するセーフティーネット

機能や離職者に対する再就職支援機能強化等を行っている。 

 

② 雇用創出 

日本政府が今後重点的に支援することとしている環境・エネルギー分野や農

林業、少子高齢化を背景に今後労働需要が伸びる介護・医療分野などの分野に

おいて新たな雇用機会を創出するとともに、地域ニーズに応じた人材を育成し

雇用に結びつけるための事業を実施する「重点分野雇用創造事業」を創設。２

００９年度に１５００億円、２０１０年度には２０００億円予算措置し２０１

０年度までに８.１万人の雇用を生み出した。 

さらに、雇用増加数に応じた法人税額の税額控除を行うことで、成長分野に

新たな雇用の創出を支援する雇用促進税制等の創設を行っている。 
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③ マッチング 

ハローワークでは、人員を増員し、求職者の希望に応じた早期の就職が実現

するよう、これまでの職業経験や希望する職務等個々の状況に応じたきめ細や

かな就職支援を実施してきた。また、求職者の希望や労働市場の状況を踏まえ

つつ、求職者の能力や適性に応じた職業訓練へのマッチングを行ってきた。 

２００９年７月からは雇用情勢の悪化に伴い、雇用保険を受給できない求職

者について、職業訓練の受講と一定の条件を満たす場合の給付その他の就職支

援を実施している（時限措置の「緊急人材育成支援事業」として実施。その後、

２０１１年１０月に「求職者支援制度」の創設により、恒久化。）。 

さらに、日本では、若年者層は、高校や大学に在籍しているうちから就職活

動を開始し、卒業すると同時に正規労働者として一括採用されることが一般的

であり、この慣行が日本の若年者層の低失業率の要因の１つとなってきたが、

急激な景気後退によりこの機会を逃すと正規労働者としての就職が困難にな

るといった状況が見られるため、特に新卒者の就職支援強化や未内定者への集

中支援を行った。具体的には、全４７都道府県に新卒者を支援する「新卒応援

ハローワーク」を設置したほか、高卒者、大卒者の個々のニーズに応じた就職

相談、職業紹介等を行う専門相談員を倍増するなどの措置を講じ、ニーズが高

い中小企業へのマッチングを強化した。これにより、２０１０～２０１１年度

に８１万人が新卒応援ハローワークを利用し、２２万３千人が専門相談員の支

援により就職が決定した。 

 

  これらの施策の効果等により、昨年春の東日本大震災等の影響を受けつつ

も、日本の現在の雇用情勢は、失業率４.４％（２０１２年５月。直近の最高

値：５.５％（２００３年４月））にまで改善してきたところである。 
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問９．短期契約及び任期付契約の労働者の増加を考慮し、当該労働者の、不

当に雇用が奪われないこと、等価値労働に対する平等な賃金、社会保障とい

った権利の効果的な保護に及ぼす、取られている施策の影響についての情報

を提供願いたい。また、不安定な雇用契約及び連続する短期契約の乱用を防

ぐために取られている施策の影響について示されたい。 

 
（答） 

有期契約労働者については、雇用の不安定さ、待遇の格差、職業能力形成の

不十分さ等が課題となってきた。 

こうした課題に対応するため、政府としては、有期労働契約が５年を超えて

反復更新された場合に、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約に転

換させる仕組みの導入や、不合理な労働条件の禁止等を内容とする労働契約法

の一部を改正する法律案を国会に提出し、２０１２年８月に成立した。 

政府としては、この法律により、労働者の雇用の安定、公正な待遇が確保さ

れ、労働者が安心して働き続けることが可能な社会の実現に資するものと考え

ている。 

 

２０１１年４月から、有期契約労働者等の雇用管理の改善を図るため、正社

員へ転換するための試験制度を導入し、実際に転換者を出した事業主や、正社

員と共通の評価・資格制度で、労働者の職務又は職能に応じた区分を設け、そ

の区分に応じた基本給、賞与などを定めた処遇制度を導入し、実際に制度を適

用した事業主に対して、均衡待遇・正社員化推進奨励金を支給している。 

 

日本は、急速な少子高齢化や、短期契約及び任期付契約の労働者等のいわゆ

る非正規雇用者の増加による雇用基盤の変化、家族形態や地域の変化など、社

会や経済の状況が大きく変化する中で、社会保障の必要な機能の充実を図ると

ともに、制度の持続可能性を維持するため、社会保障・税一体改革を推進して

いるところである。 

この改革の中で、非正規労働者に多い短時間勤務を行う労働者に対する厚生

年金・健康保険の適用拡大などを行うこととしている。 
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第７条：公正かつ良好な労働条件の権利 

 
問１０．２００６年の労働時間等設定改善指針や２００７年の仕事と生活の

調和推進のための行動指針の策定といった施策が、労働時間の短縮や、休暇

の取得、男女間の家庭の義務の平等な分担に及ぼす影響に関する情報を提供

願いたい。 

 

（答） 

労働時間等設定改善指針は、事業主等が労働時間等の設定を改善するという

努力義務に適切に対処できるよう、具体的取組を進める上で参考となる事項を

掲げている。その中で、事業主が講ずべき一般的な措置として、所定外労働の

削減が含まれており、事業主等へ労働時間短縮の取組を促すものとなっている。

また、労使の自主的な取組を支援するため、事業主に対し、助成金の支給及び

コンサルタントによる相談指導を行っている。 

政府としては、これらの施策を活用することにより、労働時間の短縮に資す

るものと考えている。 

 

また、「仕事と生活の調和憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指

針」（２００７年策定、２０１０年改定）に基づき、数値目標を設定し、仕事と

生活の調和に向けた社会的気運の醸成、長時間労働の抑制や多様な働き方の推

進等に係る職場環境整備、男性の家事・育児参画の促進等を進めている。 

さらに、官民トップ会議の下に設置されている「仕事と生活の調和連携・評

価部会」において、「憲章」・「行動指針」に基づく取組の点検・評価を行うとと

もに、毎年、「仕事と生活の調和レポート」として取りまとめ公表している。 

「行動指針」の数値目標について２００６年と２０１０年を比較すると、週

労働時間６０時間以上の雇用者の割合は１０.８％から９.４％、年次有給休暇

取得率は４６.６％から４８.１％、男性の育児休業取得率は２００５年と２０

１０年で比較すると０.５０％から１.３８％と改善している。 
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問１１．改正高年齢者雇用安定法の適用が、４５歳以上の労働者や高年齢者

の雇用へのアクセス、及び、労働条件保護や不当解雇からの保護に及ぼす影

響について委員会に情報提供願いたい。 

 

（答） 

第３回政府報告で述べているとおり、政府としては、２００４年に改正され、

２００６年から施行されている改正高年齢者雇用安定法において、事業主に対

して高年齢者雇用確保措置の導入（①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入、

③定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じること）を義務化したことは、６

０歳以上の労働者の雇用へのアクセスの改善の一助となったと考えている（２

０１０年の６０～６４歳就業率は５７.１％。施行前の２００５年（５２.０％）

と比べて５.１％上昇）。 

 

労働条件保護については、高年齢者に対しても一般の労働者と同様に労働条

件確保にかかる一般ルールが適用されること、不当解雇からの保護については、

同法が高年齢者の安定した雇用を確保することを目的とした法令であり、６５

歳までの高年齢者雇用確保措置の導入を義務づけていることから、政府として

はネガティブな影響はないと考えている。 
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問１２．建設業界等の危険な職種において定率報酬契約で雇用されている人

の増加を考慮し、そのような労働者の割合及びそのような労働者の安全かつ

健康な労働条件の権利がどのようにして法律面及び運用面で保護されている

かに関する情報を提供願いたい。また、労働者災害補償保険が企業主に雇わ

れかつ給料が支払われる労働者にのみ適用される限りにおいて、そのような

労働者が利用可能な労働者災害補償保険制度を示されたい。 

 

（答） 

ご指摘の「定率報酬契約で雇用されている人」が、労働基準法第９条に規定

する「労働者」に該当する場合は、労働安全衛生法等の適用を受けるものであ

り、その安全かつ健康な労働条件の権利は労働安全衛生法により保護されてい

る。 

労働安全衛生法は、厚生労働省が所管し、各都道府県を管轄する都道府県労

働局及びその下部組織である労働基準監督署により事業場への監督指導等を実

施、労働安全衛生法の遵守徹底を図っている。 

また、労働者災害補償保険制度は、業務上の事由又は通勤による「労働者」

の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、必要な保険給付を行い、あわせて被災

労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度である。 

ただし、労働基準法第９条に規定する「労働者」以外についても、特にその

ような「労働者」に準じて保護することが適当であると認められる方 (中小事

業主等、一人親方その他の自営業者、特定作業従事者、海外派遣者)については

労働者災害補償保険制度へ特別加入することを認めている。 

 



 

19 
 

 

問１３．労働者保護の法律が労働許可を得ていない者を含む外国人も適用対

象としていることに留意し、不法移民労働者や、インフォーマル・セクター

の労働者並びに国内労働関連法及び社会保障の対象になっていない労働者に

関し、公正かつ良好な労働条件を有する権利の違反からの効果的な保護を確

保するための施策に関する情報を提供願いたい。 

 

（答） 

職業安定法、労働者派遣法及び労働基準法等労働関係法令は、日本国内にお

ける労働であれば、日本人であると否とを問わず、また、不法就労であると否

とを問わず適用される。 

 

職業安定機関及び労働基準監督機関においては、それぞれの事務所掌の区分

に従い、外国人の就労に関するものを含む重大悪質な労働関係法令違反につい

ても情報収集に努めるとともに、これら法違反があった場合には厳正に対処し

ている。 
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第９条：社会保障の権利 

 

問１４．現在の年金制度の下における持続的な男女間の給付額格差に対処す

るために取られている施策を示されたい。 

 

（答） 

短時間労働者の多くを女性が占める。彼女たちの多くは、被用者でありな

がら、厚生年金に加入できないため、将来基礎年金のみで報酬比例年金を受

け取ることができない。 

 

２０１２年８月に成立した「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の

強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」により、２０１６年か

ら、これまで厚生年金の適用を受けられなかった一部の短時間労働者に適用

を拡大することになる。 

 

同法は、女性を中心とする短時間労働者の将来の年金給付の充実に資するも

のである。 
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問１５．年金を受け取る資格がない高年齢者の数の増加に対処する施策とと

もに、そのような高年齢者が権利を有する社会的給付に関する情報を提供願

いたい。また、高齢者年金が受領者の十分な生活水準を確保するために取ら

れている施策を示されたい。 

 

（答） 

現在、保険料納付済期間が２５年以上ある高年齢者だけが、年金を受け取る

ことができる。 

 

２０１１年に成立した国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の

確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律により、２０１２年

から３年間に限り、人々は、過去１０年間の未納期間について、国民年金の保

険料を納付することができるようになる。 

 

また、２０１２年８月に成立した「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機

能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」により、２０１５年

から保険料納付済み期間が１０年以上ある高年齢者が年金を受け取ることがで

きるようになる。この法律によって、現在年金を受け取る資格がない高年齢者

のうち、およそ２０万人が年金を受給できるようになる。 

 

年金を受け取る資格がない高年齢者、年金を受給しても十分な生活水準を確

保できない高齢者等に対して、利用しうる資産、能力その他あらゆるものを活

用してもなお生活に困窮する場合には、生活保護法により、困窮の程度に応じ

て必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するため、生活扶

助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助等を行っている。 

 

また、２０１２年７月に、低所得の年金受給者に対して、年金給付に加えて、

一定の福祉的給付を行う法律案を国会に提出した。 
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第１０条：家族、母親及び子どもの保護 

 

問１６．２００５年の高齢者虐待の防止及び高齢者の養護者に対する支援等

に関する法律並びに２００８年の Act on Social Welfare Service の施行が

どの程度高齢者の虐待の報告や防止を効果的に促進したか示されたい。 

 

（答） 

２００５年の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

の施行により、虐待発見者の市町村に対する通報義務が定められ、市町村にお

ける虐待に係る対応窓口の設置等が進められた結果、高齢者虐待に関する相

談・通報件数等は増加しており、これらの通報に対して事実確認を行い、虐待

と判断された案件については、虐待を受けた高齢者の保護や養護者の支援など

迅速かつ適切な対応が講じられており、同法施行が、高齢者の虐待の報告や防

止に寄与していると考えられる。 

 

※参考データ  

①養介護施設従業者等による虐待の相談・通報件数  

２００６年 ２７３件    ２０１０年 ５０６件 

②養護者による虐待の相談・通報件数  

２００６年 １８，３９０件 ２０１０年 ２５，３１５件 

出典：高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基

づく対応状況等に関する調査 

 

また、同法の施行に伴い、高齢者の尊厳の保持の視点に立って、虐待防止及

び虐待を受けた高齢者の被害の防止や救済を図るための成年後見などの高齢者

権利擁護のための取組を推進することが重要であることから、介護施設従業者

に対する研修の実施、地域の実情に応じた専門的な相談体制等の整備、虐待を

受けた高齢者の緊急時における一時保護を行うための施設の確保及び市民後見

人養成研修の実施など、各都道府県における高齢者の権利擁護のための取組を

推進することを目的とした国庫補助事業を実施し、高齢者の虐待防止を推進し

ている。 

 

なお、２００８年の介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(the 

Long-Term Care Insurance Act and the Action on Social Welfare Service for 

the Elderly)では、虐待防止に関する法改正が行われていないことを申し添え

る。 
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問１７．政府の人身取引に関する統計情報及び人身取引の被害者に提供され

た支援に関する情報を提供願いたい。 

 

（答） 

日本政府が保護した人身取引の被害者数は、２０１０年は４３人だったが、

２０１１年は４５人となった。これまでの傾向として、我が国との経済格差が

大きい国の女性が被害に遭う傾向にある。２０１１年は、フィリピン、タイの

ほか、インドネシア、日本、台湾の５か国・地域の被害者を保護した。いずれ

も１８歳以上の女性であった。 

一方、警察が取り扱った２０１１年中における人身取引事犯は、検挙件数２

５件（前年比＋６件）、検挙人員３３人（同＋９人）であった。被疑者の国籍別

では、日本人被疑者について、２０１０年は２１人であったのに対し、２０１

１年は２４人と増加、タイ人被疑者については、２０１０年は１人であったの

に対し、２０１１年は７人と増加した。 

 

また、入国管理局では人身取引等の被害者のうち、入管法違反となっていた

者について、原則、在留特別許可しているところ、同許可を受けた者は、２０

１０年は６人であったのに対し、２０１１年は１５人と増加した。国籍別の内

訳は、２０１０年はフィリピン４人、タイ１人、中国１人で、２０１１年はフ

ィリピン９人、タイ６人となっている。 

他方、入国管理局が人身取引等の加害者として退去強制した者は、２０１０

年は４人で、２０１１年は３人であった。国籍別の内訳は、２０１０年はタイ

２人、中国（台湾）１人、インドネシア１人で、２０１１年は中国（台湾）２

人、タイ１人となっている。 

 

 我が国は、「人身取引対策行動計画２００９」に基づき、人身取引事案の取扱

方法のうち被害者の保護に関して、被害者保護のための着眼点及び関係行政機

関において講ずべき措置について整理し、あわせて、人身取引対策に携わる関

係行政機関、団体等における活動の参考に供するため、２０１１年７月に「人

身取引事案の取扱方法（被害者の保護に関する措置）」を取りまとめた。 

人身取引被害者への支援については、婦人相談所等による一時保護を実施し

ている。また、より長期的な保護が必要な女性については、婦人保護施設にお

いて保護・支援を行うことが可能である。外国人被害者も他の一時保護されて

いる女性と同様の支援を受けることができる。被害者が児童である場合は、必
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要に応じて児童相談所と連携して適切な支援の措置を講ずる。 

 

日本は、２０１２年度予算において、ＩＯＭ（国際移住機関）へ約２７.５万

米ドルを計上し、外国人人身取引被害者のうち、帰国を希望する同被害者への

帰国支援及び社会復帰支援事業を行った。拠出金は、国内で保護された被害者

のカウンセリング費用、帰国のための航空券代、帰国後の社会復帰支援費用（職

業訓練・医療費等）などにあてられた。なお、２０１１年度に本支援事業にて

支援を受けた外国人人身取引被害者は計３５人である。 
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問１８．両親の結婚状況に拘わらず、日本人父と外国人母との間で日本にお

いて生まれた子供の国籍取得に関し取られている手段に関する情報を提供願

いたい。また、新法の下で国籍を取得した子どもの数に関する統計情報を提

供願いたい。 

 

（答） 

 日本人父と外国人母との間で日本で生まれた子どもが日本国籍を取得するに

は、出生、届出及び帰化によるものがある。 

 出生時に日本国民である父と子どもに法律上の親子関係がある場合（日本人

父が子の母と婚姻しており、子に嫡出推定が及ぶ場合又は日本人父から胎児認

知がされている場合）には、出生により日本国籍を取得する（国籍法第２条第

１号）。 

 また、出生時に父との法律上の父子関係がなかった子ども（２０歳未満の者）

が、出生後に日本人父から認知された場合には、法務大臣に届け出ることによ

って、日本国籍を取得することができる（国籍法第３条）。 

 さらに、上記のいずれによっても日本国籍を取得することができなかった場

合には、帰化により国籍を取得する方法があり、その場合は帰化の条件が緩和

されている（国籍法第４条、同法第６条第２号、同法第８条第１号及び同条第

４号）。 

 

 ２００９年１月１日に改正国籍法が施行された後本年４月３０日までの間に、

国籍法第３条に基づき日本国籍を取得した子ども（２０歳未満）の数は、３，

２５０人であり、このうち国籍法の改正により新たに日本国籍を取得すること

になった子どもの数は、１，７５４人である。 
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第１１条：相当な生活水準の権利 

 

問１９．不均衡に貧困にさらされている母子家庭及び単身高齢女性世帯を支

援するために取られている施策の影響に関する情報を提供願いたい。 

 

（答） 

母子家庭の自立支援策については、 

①子育て・生活支援（保育所の優先入所や母子生活支援施設などの住まい

の確保など） 

②就業支援（母子家庭等就業・自立支援センターによる相談、高等技能訓練

促進費などによる資格の取得支援など） 

③養育費の確保（養育費相談支援センター等における相談、情報提供等） 

④経済的支援（児童扶養手当、母子寡婦福祉貸付金） 

の４本柱により、就業・自立に向けた総合的な支援を推進している。 

例えば、離婚による母子家庭等を支給対象とする児童扶養手当は、月額４１，

４３０円（全部支給、児童１人の場合）を支給するもので、２０１２年３月末

現在で１，０７１，４６６人（東日本大震災の影響により郡山市及びいわき市

以外の福島県を除く）に対し支給されている。 

 

貧困世帯に対する支援について、利用しうる資産、能力その他あらゆるもの

を活用してもなお生活に困窮する日本国民に対しては、生活保護法により、困

窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障す

るため、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生

業扶助等を行っている。 

被保護世帯（２０１０年７月時点）のうち、母子世帯は１０万世帯、単身女

性の高齢者世帯（６５歳以上）は３０万世帯となっている。 

 

※世帯類型の定義 

母子世帯 ：死別、離別、生死不明及び未婚等により、現に配偶者がいない

６５歳未満（２００５年３月以前は、１８歳以上６０歳未満）

の女子と１８歳未満のその子（養子を含む。）のみで構成されて

いる世帯 

高齢者世帯：男女とも６５歳以上(２００５年３月以前は、男６５歳以上、

女６０歳以上）の者のみで構成されている世帯か、これらに１

８歳未満の者が加わった世帯    
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問２０．東日本大震災を含む震災の被災者の生活を支援するために取られて

いる施策の情報を提供願いたい。また、避難計画及び別の場所への移住の計

画の実施が、避難者、特に高齢者、障害者、子ども及び妊婦といった弱い立

場に置かれている人々の要望をどのように考慮したか示されたい。 

 

（答） 

被災者の生活再建を支援するため、我が国では、被災者自身の自助努力の能

力に応じて、さまざまな制度が整備されている。 

たとえば、自らの資力で生活再建が可能な場合には、災害復興融資などの融

資を中心とした支援も整備されており、一方、自らの資力で生活再建を果たす

ことができない場合には、公営住宅等の公的住宅の提供、災害援護資金・生活

福祉資金の貸付や各種公共料金の減免、また、国税・地方税の減免なども多く

の被災者を対象に行われている。 

また、災害により死亡した方の遺族に対して支給される災害弔慰金、災害に

より重い障害を受けた方に対して支給される災害障害見舞金の制度や自然災害

によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観

点から拠出した基金を活用して支援金が支給される被災者生活再建支援制度も

設けられている。（下図参照）。 

 

＜自然災害による被災者に対する支援等＞ 
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公 助 （参考）自助・共助

＜現金給付等＞

＜現物・サービス
の給付＞

火災保険

共済

義援金

ボランティア
公営住宅

災害救助法（※応急対策）

避難所 仮設住宅 応急修理

被災者生活再建支援制度（被災者生活再建支援法）

住宅金融支援機構（災害復興融資）

地震保険

災害援護資金・生活福祉資金等による貸付

税・社会保険料・公共料金の減免等

雇用保険の失業等給付

こころの健康相談、事業資金相談ダイヤル等各種相談窓口

地方公共団体単独事業

災害弔慰金・災害障害見舞金

等
 

 

 

さらに、政府としては、東日本大震災の被災者の方々に対し、生活を支援す

るための施策の情報提供を、以下の形で行っている。 

 

（具体例） 

・「生活・事業再建ハンドブック」の発行 

・「被災者支援に関する各種制度の概要（東日本大震災編）」の作成 

・「復旧・復興支援制度検索サービス」の活用  など 

 

 

内閣府としては、高齢者や障害者等の災害時要援護者（以下「要援護者」と

いう。）の避難支援や避難生活上の配慮は、重要な課題と認識しており、これま

で「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）

により、市町村に要援護者名簿の作成、要援護者の避難支援に係る全体計画及

び要援護者一人一人の個別計画の策定を促してきている。 

具体的には、これまで避難所において、要援護者は必要な支援に関する相談

等がしにくく、一方、避難所の責任者や市町村も、避難所における要援護者の

ニーズの把握や支援の実施が不十分となる傾向にあったことも踏まえ 

・市町村の災害時要援護者支援班等が中心となり、自主防災組織や福祉関係者、
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そして避難支援者の協力を得つつ、各避難所に要援護者班（仮称）を設ける

こと 

・災害時に、要援護者班は、各避難所内に要援護者用の窓口を設置し、要援護

者からの相談対応、確実な情報伝達と支援物資の提供等を実施すること 

・その際、女性や乳幼児のニーズを把握するため、窓口には女性も配置するこ

と等の配慮を行うこと 

としている。 

 また、要援護者の避難所での生活を向上するため、 

・要援護者班は、災害時に教室・保健室の活用、段差の解消、手すりの設置等

を進めること 

・市町村の災害時要援護者支援班、施設管理者、自主防災組織、福祉関係者等

は協働して、施設の状況、要援護者に配慮した施設の利用方法について平常

時から確認・改善しておくこと 

としている。 

併せて、市町村、都道府県は、要援護者の利用に適しており、生活相談員等

の確保が比較的容易である社会福祉施設、特別支援学校等の既存施設を活用す

るなど、福祉避難所となり得る施設の情報（場所、収容可能人数、設備内容等）

を取りまとめて周知を図り、要援護者が自分に合った避難所を選択できる状況

となるように努めることとしている。 

 

また、政府が決定した、国による復興のための取組みの全体像である「東日

本大震災からの復興の基本方針」（２０１１年７月決定）において、「まちづく

りにおいて、協議会等の構成が適切に行われるなど、女性・子ども・若者、高

齢者、障害者、外国人等の意見が反映しやすい環境整備に努める」こととして

おり、地方公共団体に対して、この基本方針の趣旨について周知を図ったとこ

ろである。 

 

さらに、東日本大震災で住宅を失われた被災者の方々のうち、自力で住宅を

確保することが困難な方については、災害公営住宅の供給等を進めるとともに、

自力で住宅を再建しようとする方に対しては、新たに住宅を建設する場合の住

宅融資について、金利引下げなどの支援を行っているところである。 
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問２１．特に、高齢者といった恵まれない非主流とされる人々のために、そ

の保有権の法的保証を含む適切かつ手頃な住居へのアクセスを確保するため

に取られている具体的な措置に関する情報を提供願いたい。また、どのよう

な状況下で立ち退きが行われるかという定義を定めている法規定の緩和に関

する情報及び高齢者といった弱い立場に置かれている個人及び集団の住居の

権利への影響に関する情報を提供願いたい。 

 

（答） 

高齢者、障害者、子どもを育成する家庭等の住宅の確保に特に配慮を要する

者がそれぞれの特性に応じて適切な住宅を確保できるよう、公営住宅等公的賃

貸住宅を的確に供給するとともに民間賃貸住宅への円滑な入居の支援を推進し、

これらが相まった重層的かつ柔軟な住宅セーフティネットの構築を目指すこと

としている。 

また、公営住宅法においては、一定の基準を超える収入がある時に入居者は

当該公営住宅を明け渡すよう努めること等となっているところ、この入居収入

基準については、２０１２年度から地域自主一括法により、事業主体である地

方公共団体が条例で定めることができることとなっており、地域の実情に応じ、

事業主体の裁量で一定の緩和ができることとなっている。 
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問２２．２００７年のホームレスに関する全国的な調査の結果に関する情報、

並びに、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法及び２００８年に改

正されたホームレスの自立の支援等に関する基本方針といった施策がホーム

レスの減少に及ぼす影響に関する情報を提供願いたい。さらに、立ち退き及

びホームレスに関する統計的情報が存在しない中で、恵まれない非主流とさ

れる人々の住居の権利の実現はどのように政府によって確認されているか示

されたい。 

 

（答） 

ホームレス対策については、「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置

法」等の趣旨を踏まえ、雇用、住宅、保健医療、福祉等の各分野にわたって施

策を総合的に推進しているところである。 

 （主な施策） 
   ・ ホームレス総合相談推進事業 
   ・ ホームレス緊急一時宿泊事業 
   ・ ホームレス自立支援事業 

   ・ ＮＰＯ等民間支援団体が行う生活困窮者等支援事業 

 

２０１２年１月に実施した「ホームレスの実態に関する全国調査（概数調査）」

では、全国で９，５７６人のホームレスが確認されたが、２００７年に実施し

た調査結果と比較すると８，９８８人減少しているところである。この減少要

因について、経済や雇用情勢によるところもあるので、政策的な要因を定量的

に判断することは難しいが、これまで講じてきた施策の効果が一定程度表れて

いるものと考える。 

 

（参考）全国のホームレス数の推移 

調査年 2007 年 2012 年 

人 数 

（対 2007 年） 

18,564

人 

－ 

9,576 人 

▲8,988 

 

さらに、政府としては、地方公共団体による公営住宅ストックを活用したホ

ームレス対策実施例の把握に努めているところである。 
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第１２条：身体及び精神の健康の権利 

 

問２３．原子力発電所の事故の予防のための計画を見直し、強化するために

取られている手段及び福島第１原子力発電所の事故を含む原子力事故により

影響を受けた人々の健康の権利を保護し、充足させるために取られている施

策を委員会に情報提供願いたい。 

 

（答） 

２０１２年６月２０日に、「原子力規制委員会設置法」が国会で可決・成立し、

同年９月１９日に、環境省の下に「原子力規制委員会（Nuclear Regulation 

Authority: NRA）」が新設された。当委員会は、経済産業省から原子力安全規制

部門を分離し、独立性の高い組織であり、原子力安全規制、核セキュリティ、

核不拡散の保障措置、放射線モニタリング、放射性同位元素の規制等、原子力

規制業務を一元的に担うものとなる。 

 

規制制度それ自体についても、今般の事故のような重大事故を二度と起こさ

ぬよう、重大事故対策を抜本的に強化することとしている。万一事故・故障が

起きても放射性物質が異常に放出するような重大事故に発展しないように多様

かつ重層的な対策を安全規制で求める。また、最新の知見を規制に反映し、既

存の施設に対しても適合を義務づける、いわゆるバックフィット制度を導入す

る。さらに、４０年の運転期間制限制が導入され、４０年を超えて運転する原

子炉の認可基準に関して、今後、科学的・合理的に検討していくことになる。 

 

（参考）原子力規制委員会設置法の概要 

 

１．原子力規制委員会の組織及び機能 

○ 環境省の外局として、原子力規制委員会を設置 

（委員長及び委員４名は、国会同意を得て、総理が任命） 

○ 原子力規制委員会の事務局として、原子力規制庁を設置 

○ 原子力安全規制、核セキュリティ、核不拡散の保障措置、放射線モニタリ

ング、放射性同位元素等の規制を一元化 

○ （独）原子力安全基盤機構（ＪＮＥＳ）を所管 

（必要となる法制上の措置を速やかに講じて、ＪＮＥＳを原子力規制庁に

統合） 

 

２．原子力安全規制の転換 
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○ 重大事故対策の強化 

○ 最新の知見に基づく規制の実施（バックフィット制度） 

○ ４０年運転制限制の導入 等 

 

３．原子力防災対策の強化 

○ 内閣に原子力防災会議を設置し、関係機関との連携の下で原子力防災対策

を推進 

○ 原子力災害対策指針の法定化 

○ 原子力災害対策本部の強化、緊急事態解除後の事後対策の円滑化 

○ 緊急時における原子力災害対策本部長（総理）の権限を明確化 

 

 

また、福島県民の中長期的な健康管理を可能とするため、国では、２０１１

年度第二次補正により、福島県が創設した「福島県県民健康管理基金」に７８

２億円の交付金を拠出し全面的に県を支援している。 

県では、この基金を活用して、全県民（約２０２万人）を対象に県民健康管

理調査を実施し、被ばく線量の把握や健康状態を把握するための健康診査等を

行うこととしている。特に、震災時に１８才以下の全ての方を対象に甲状腺の

超音波検査を実施することとしている。 

さらに、同県が主催する「県民健康管理調査」検討委員会に国もオブザーバ

ーとして参加してきたところであるが、第８回検討委員会（２０１２年９月１

１日）より、環境省から環境保健部長が検討委員会の委員として出席している。 
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問２４．ますます高くなる健康保険料を考慮し、収入の水準に拘わらず、十

分な健康管理のサービスへの平等なアクセスが保障されるよう取られてい

る施策に関する情報を提供願いたい。 

 

（答） 

日本は国民皆保険制度を採用しており、国民すべてが公的な医療保険に加入

し、病気やけがをした場合に「誰でも」「どこでも」「いつでも」保険を使って

医療を受けることができることとされている。 

 

国民健康保険料は、所得が一定水準以下の場合には、保険料を軽減する制度

があり、所得に応じ最大応益割分の７割を軽減することとしており、さらに、

保険料賦課後に事業の休廃止や病気など、保険料を納めることができない特別

な事情がある場合には、条例に基づき、市町村の判断で減免を行うことも可能

となっているなど、低所得者の方々の負担に配慮しているところである。 
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問２５．医療費の財政支出を削減する政策決定の後、政府がどのように医療

措置、医療サービス及び医療従事者へのアクセスを確保しているのか情報提

供願いたい。 

 

（答） 

国民一人一人が適切な医療サービスを受けられる体制を構築するため、 

・ 医学部定員の増員（２０１２年度は定員を６８名増員し、過去最大規模の

定員を実現） 

・ 地域医療提供体制の再構築（２０１０年度補正予算にて、地域医療再生基

金を２，１００億円積増しを実施） 

・ 医師派遣機能の強化（２０１１年度より、地域医療センターにおける地域

の医師不足病院の医師確保支援を実施） 

・ 在宅医療・介護の推進（２０１２年度予算において、在宅医療連携拠点の

モデル事業に約２１億円を確保） 

などの取組を実施している。 

 

２０１０年度診療報酬改定においては、国民に質の高い医療サービスを確保

できるよう、①救急、産科、小児、外科等の医療の再建や②病院勤務医の負担

軽減を重点課題として改定を行った。 

また、２０１２年度診療報酬改定においては、①急性期医療などの適切な提

供に向けた病院勤務医などの負担の大きな医療従事者の負担軽減や②医療介護

の役割分担の明確化と地域における連携体制の強化及び在宅医療の充実を重点

課題として改定を行った。 
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問２６．高い自殺率に対処するために政府において採用された健康管理施策

に関する情報を提供願いたい。また、社会的理由による入院の継続を防ぐた

め、精神科病院の元患者について一般社会に受け入れる準備をするための施

策について示されたい。 

 

（答） 

自殺総合対策大綱（２０１２年８月２８日閣議決定）では、当面、特に集中

的に取り組まなければならない施策として、職場におけるメンタルヘルス対策

の推進、地域・学校における心の健康づくり推進体制の整備及び大規模災害に

おける被災者の心のケア、生活再建等の推進等を設定している。 

 

また、２００６年４月の障害者自立支援法の成立により、精神障害者が受け

られる地域生活支援のためのサービスが拡充した。 

（参考）障害福祉サービスの利用者全体で４２.９％増加している一方、精神障

害者の利用者数は１５０.０％の増加。 

・利用者数： 

2007 年 11 月 44.8 万人→2011 年 11 月 64.0 万人（＋42.9％） 

・利用者数のうち、精神障害者数： 

2007 年 11 月 4.0 万人→2011 年 11 月 10.0 万人（＋150.0％） 

 

さらに、２０１２年４月からの障害者自立支援法の改正により、 

①  住まいの調整を含めた退院支援を行う「地域移行支援」、 

②  ２４時間の相談支援体制を備えた「地域定着支援」、 

をサービスメニューに追加する等、福祉面での相談支援の充実が図られてい

る。 

 

一方、医療面でも、アウトリーチ（訪問支援）を推進するなど、精神障害者

やその家族を支える体制の充実を図っている。 

※２０１１年４月から、精神障害者アウトリーチ推進事業を行っており、病状

が不安定な在宅精神障害者を、医療を含む多職種チームによる訪問や相談等

で支援している。 

 

精神障害者の地域移行や地域生活を支援するに当たっては、医療サービス、

福祉サービス及び保健所の活動が密接に連携して提供されることが必要であ

り、そのような体制を整備することが重要であると考えている。 
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第１３条及び第１４条：教育の権利 

 

問２７．教育費の負担増加の問題に対処するために取られている施策に関す

る情報を提供願いたい。 

 

（答） 

親の経済状況などにかかわらずすべての意志と能力ある者が充実した教育を

受けられ、自立を図ることができるよう、国として各種支援策に取り組んでい

る。 

 

（就学前段階の主な取組） 

○就園奨励事業を実施する地方公共団体に対して、国が所要経費の一部を補助。 

・幼稚園就園奨励費補助 

 

（初等中等教育段階における主な取組） 

○日本国憲法第２６条第２項、教育基本法第５条第４項、学校教育法第６条に

基づき、国公立学校における義務教育は無償（授業料不徴収）で実施してい

るほか、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律に基づき、義

務教育諸学校における教科書を児童・生徒に無償で給与。 

 ・教科書無償給与制度 など 

 

○経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、市区

町村等が実施している学用品費、医療費、学校給食費等の援助にかかる所要

経費の一部を国が補助。 

 ・就学援助制度 

 

○公立高等学校の授業料を無償にするとともに、私立高等学校等の生徒に対し、

高等学校等就学支援金を支給。 

・公立高校の授業料無償制及び高等学校等就学支援金 

 

○経済的理由から授業料の納付が困難となった私立高等学校等の生徒に対し都

道府県が行う授業料軽減措置の助成額の一部（２分の１以内）を補助。 

 ・私立高等学校等の授業料の減免 
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○経済的理由により修学困難な高校生に対して、独立行政法人日本学生支援機

構（旧日本育英会）が実施してきた高校生に対する奨学金事業について都道

府県に移管（国は移管に伴い資金を一定期間交付）し、従来から各都道府県

が実施してきた奨学金事業とともに、各都道府県で実施。 

・都道府県奨学金事業 

 

○特別支援学校等の在籍児童生徒の通学費、教科用図書購入費等就学に必要な

経費を援助。 

・特別支援教育就学奨励費負担等 

 

（高等教育段階の主な取組） 

○意欲と能力ある学生が経済状況にかかわらず修学の機会を得られるようにす

るため、授業料の免除・減免の実施。 

 ・国公私立大学の授業料免除 

 

○意欲と能力ある学生等が経済的にも自立し安心して勉学に励めるようにする

とともに、教育の機会均等及び人材育成の観点から奨学金事業を実施。 

・大学等奨学金事業の充実 

 

（その他の主な取組） 

○中学校修了前の児童の父母等に児童手当等を支給。 

・２０１２年度からの児童手当 

 

なお、日本政府は、本規約第１３条２（ｂ）及び（ｃ）の規定の適用に当た

り、これらの規定にいう「特に、無償教育の漸進的な導入により」に拘束され

ない権利を留保していたところ、同留保を撤回する旨を２０１２年９月１１日

に国連事務総長に通告した。 
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問２８．少数民族及び移住労働者家族に属する子ども、特に在日韓国・朝鮮

人の子どもに対する持続的な差別に対処するために取られている施策の影響

に関する情報を提供願いたい。また、公立学校における母語、母文化に関す

る教育も含め、それらの子どもたちに教育の機会を保障するために講じられ

ている施策について示されたい。少数者の学校に対する政府によって給付さ

れる経済的支援に関する詳細な情報を提供願いたい。 

 

（答） 

 法務省の人権擁護機関では、外国人に対する差別待遇に関する問題について、

１年を通じて全国各地で啓発活動を実施している。 

 また、法務省の人権擁護機関では、人権相談等で、外国人であることを理由

とした差別等人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件とし

て調査を行い、その結果、人権侵害の事実が認められた場合は、行為者に対し

人権尊重思想の啓発を行うとともに、その排除や再発防止のために事案に応じ

た適切な措置を講じている。 

 なお、外国人に対する差別待遇に関する人権侵犯事件の開始件数は、以下の

とおりである。 

                                                                        

 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 

外国人に対する差別待遇に

関する人権侵犯事件数 

（開始件数） 

115 97 99 80 69 

 

現在、我が国の小・中・高等学校等においては、学習指導要領に基づき、社

会科などの各教科、道徳、特別活動や総合的な学習の時間などを通じて国際理

解教育が実施されており、子どもたちの国際的視野を広げ、外国人も含めた異

なる習慣や文化を持った人々を理解し、共に生きていくための資質や能力を育

成している。 

 

外国人がその保護する子を公立の義務教育諸学校に就学させることを希望す

る場合には、国際人権規約や児童の権利条約等も踏まえ、無償で受け入れてお

り、教科書の無償給与や就学援助を含め、日本人と同一の教育を受ける機会を

保障している。 
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また、高等学校についても、学校教育法の下、中学校若しくはこれに準ずる

学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学

大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者は、人

種、国籍等いかなる差別なく、入学資格が認められている。 

 

高等学校については、家庭の教育費負担の軽減のため、２０１０年度から公

立高校の授業料を無償にするとともに、国立・私立高校等の生徒に高等学校等

就学支援金を支給する制度を開始しており、この公立高校授業料無償制・高等

学校等就学支援金制度は、国公私立の高等学校、中等教育学校（後期課程）、

特別支援学校（高等部）、高等専門学校（第一学年から第三学年）、専修学校

高等課程、各種学校となっている外国人学校のうち高等学校の課程に類する課

程を置くものとして文部科学大臣が指定する学校に在学する生徒であれば、国

籍を問わず制度の対象としている。 

 

公立高校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度につき、各種学校となっ

ている外国人学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとしては、イ）

大使館を通じて日本の高等学校の課程に相当する課程であることが確認できる

もの、ロ）国際的に実績のある学校評価団体の認証を受けていることが確認で

きるもの、ハ）イ及びロに掲げるもののほか、文部科学大臣が定めるところに

より、高等学校の課程に類する課程を置くものと認められるものとして、文部

科学大臣が指定したものを対象と認めている。 

 

なお、外国人の児童生徒の母語、母文化に関する教育については、地域の実

情や当該児童生徒の実態等に応じ、公立学校において、学習指導要領に基づき、

総合的な学習の時間等で取り上げることは可能である。また、課外活動として

実施することも可能であり、複数の地方公共団体において実践されているとこ

ろである。 

 

また、外国人学校は、その一部が各種学校として都道府県知事の認可を受け

ているところであり、都道府県の自主的な判断で補助金を交付されているとこ

ろもある。 
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第１５条：文化的権利 

 

問２９．先住民であるアイヌの人々の文化的権利を保障するために、第３回

報告提出以降に取られた施策（アイヌ語の使用及び学習を促進するため、ま

た、アイヌの生活様式を促進・保護するために政府が取った施策を含む）に

ついて情報提供願いたい。 

 

（答） 

１９９７年、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及

び啓発に関する法律が施行され、同年設立された、アイヌ文化の振興等を図る

ための事業を実施する「財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構」（アイヌ文化

振興財団）を同法の指定法人に指定した。 

 アイヌ文化振興財団では、日本政府の支援を受けて、アイヌに関する総合的

かつ実践的な研究の推進、アイヌ語の振興、アイヌ文化の振興、アイヌの伝統

等に関する普及啓発、伝統的生活空間の再生といった事業を実施している。特

にアイヌ語の振興については、指導者育成や教材作成、ラジオを含むアイヌ語

講座の開催等を行っている。また、アイヌ文化の振興として、生活文化の再現

マニュアルの作成、口承文芸の伝承者や木彫等の伝統文化の指導者育成、伝統

工芸の複製・展示・公開の助成等を行っている。さらに、自然とのかかわりの

深いアイヌ文化の伝承活動に必要な自然素材の育成、アイヌ文化全般にわたる

伝承者の育成といった、伝統的生活空間の再生事業も行っている。 

 一方、２００９年の「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」報告で提

言された「民族共生の象徴となる空間」は、アイヌ文化復興等に関するナショ

ナルセンターとなることが期待されており、現在、政府を中心に、構想の具体

化に向けた検討を進めている。 

 

また、２００９年２月にユネスコが、アイヌ語を含む国内の８つの言語･方言

が消滅の危機にあると発表したことを受けて実態などの調査研究を行った。こ

の調査研究において、アイヌ語については、アイヌ語の特徴、危機の程度、ア

イヌ語に関する資料、アイヌ語教育の状況についてまとめており、文化庁ホー

ムページで、その調査結果を公開している。 
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問３０．沖縄の人々の文化的遺産を促進・保護するために取られた施策につ

いて示されたい。 

 

（答） 

沖縄振興特別措置法（２００２年法律第１４号）においては、第２条で「国

及び地方公共団体は、沖縄の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては…

…沖縄固有の優れた文化的所産の保存及び活用……に配慮する」旨規定される

とともに、第８４条において「国及び地方公共団体は、沖縄において伝承され

てきた文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努める

とともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。」と

定められている。 

また、沖縄の振興の意義及び方向に関する事項等について定めている沖縄振

興基本方針（２０１２年５月１１日内閣総理大臣決定）においては、沖縄独自

の文化の保全・継承等に取り組むものとされている。 

 

具体的には、文化財保護法では、有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記

念物、文化的景観及び伝統的建造物群の６分野を文化財として定義するととも

に、これらの文化財の保存に必要な技術及び埋蔵文化財も保護の対象としてい

る。 

国においては、これらの文化財のうち重要なものを、重要文化財、重要無形

文化財、重要有形・無形民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物等として指定、

選定、登録するとともに、有形の文化財の場合には保存修理、公有化等に対し

補助しており、また、無形の文化財の場合は、伝承者の養成、記録の作成等に

対し補助するなど、その保護に必要な措置を講じている。 

沖縄県内の国指定等文化財においても、他の都道府県と同様に保護のための

措置を実施している。 

（了） 


